
⽇本慢性期医療協会 定例記者会⾒
⽇時：平成31年4月11⽇１６：3０〜
場所：⽇本慢性期医療協会

「リハビリテーション」はどうなる
ー 早 急 な 対 応 が 必 要 か ー
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急性期―（急性期リハビリ）（発症後2週間以内）

慢性期―（回復期リハビリ）（発症後2カ月以内）

（慢性期（維持期）リハビリ）

（発症後6カ月以内）

（生活期リハビリ）（継続）
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平成30年度診療報酬改定の概要より

ICUにおける多職種による
早期離床・リハビリの取り組みが評価された



リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン は 医 療 保 険 か ら

介 護 保 険 へ と シ フ ト さ せ て い る 。

このために大変複雑なシステムが組まれて
いるが、この先どのようになるのだろう。
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疾患別リハビリテーション比較

リハ種別 診療報酬 標準
算定日数

脳血管疾患（Ⅰ） 245点 180⽇

廃用症候群（Ⅰ） 180点 120⽇

心大血管（Ⅰ） 205点 150⽇

呼吸器（Ⅰ） 175点 90⽇

運動器（Ⅰ） 185点 150⽇
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疾患別リハビリテーションの算定⽇数上限を
超えた維持期リハビリテーションについて、
要介護認定者の外来リハビリテーションは
平成３１年４月から介護保険へ移⾏される
こととなった。
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【参考】要介護・要支援者に対するリハ点数等一覧

● （ ）内の点数は、算定⽇数上限の１/３を経過した時点で、過去３月以内に目標設定等⽀援・管理料を
算定していない場合の点数。（ 90/100 ）

● 「維持期リハビリテーション」は、ひと月に13単位を上限に算定する。
● 「80/100の点数」は、過去１年間の介護保険の通所リハビリテーション（介護予防含む）の実績を届け

出ていない医療機関が、要介護・要⽀援の⼊院外患者に対して算定する点数
● （本来の所定点数を算定するためには届出が必要）

※2019年4月1日以降は算定できない。
（介護保険移⾏後、介護保険におけるリハビリ利用開始⽇を含む月の翌々月まで併用可。(翌月以降は、７単位/月)）

点数名 右以外①

維持期リハビリテーション

⼊院②
（①×60/100）

⼊院外※

通所リハ実績 届 ②×80/100の点数

脳血管等
リハビリテーション料

（Ⅰ） 245点（221点） 147点（132点） 147点（132点） 118点（106点）

（Ⅱ） 200点（180点） 120点（108点） 120点（108点） 96点（86点）

（Ⅲ） 100点（90点） 60点（54点） 60点（54点） 48点（43点）

廃用症候群
リハビリテーション料

（Ⅰ） 180点（162点） 108点（97点） 108点（97点） 86点（78点）

（Ⅱ） 146点（131点） 88点（79点） 88点（79点） 70点（63点）

（Ⅲ） 77点（69点） 46点（41点） 46点（41点） 37点（33点）

運動器
リハビリテーション料

（Ⅰ） 185点（167点） 111点（100点） 111点（100点） 89点（80点）

（Ⅱ） 170点（153点） 102点（92点） 102点（92点） 82点（73点）

（Ⅲ） 85点（77点） 51点（46点） 51点（46点） 41点（37点）
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リハビリテーションスタッフの年収４５０万円と仮定すると、
時給は、４５０万円÷１２ヶ月÷２２⽇÷７時間＝２,４３５円／時間となり、
１単位（２０分）＝８１１円となるが、リハビリテーションスタッフは、
患者にリハビリテーションサービスを実施するだけでなく、
・リハビリテーション実施内容のカルテ⼊⼒
・⼊院時リハビリテーション計画書
・疾患別パス関連書類
・リハビリカンファレンス用書類
・目標設定等⽀援・管理シート
・実績指数関連書類

など、様々な書類を作成しなければならない。
よって実質、１単位あたり３０分かかるとすると１,２１７円となり、
維持期リハビリの減算された報酬では不⼗分である。



継続理由書の書き⽅
原則として、以下の手順で記載する。

● これまでのリハビリテーションの
実施状況（期間及び内容）

● 前月の状態との比較をした当月の
患者の状態

● 将来的な状態の到達目標を示した
今後のリハビリテーション計画と
改善に要する⾒込み期間

○ 「１か月」や「３か月」等の指標を
示す

● FＩＭ、ＢＩ、関節の可動域、歩
⾏速度及び運動耐用能などの指標
を用いた具体的な改善の状態等を
示した継続の理由
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要介護者が算定日数上限を過ぎても継続して疾患別リハビリを
受 け る た め に は 、 「 継 続 理 由 書 」 が 必 要 と な る 。



介護保険サービス（通所リハビリ）への移⾏
• 移⾏にあたって（31年3月8⽇ 厚労省発）

– 介護保険におけるリハ利用へスムーズに移⾏するために、
維持期リハ（医療）と、介護保険におけるリハを同⼀月に併用できる。
ただし、 介護保険におけるリハ利⽤開始日を含む月の翌々月まで、
月に7単位までに限る。

– 介護保険におけるリハ利用を開始し、維持期リハを終了した場合は、
介護保険リハビリテーション移⾏支援料（500点）（※１回限り）を算定
できる。
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2019.3.6第410回中央社会保険医療協議会 総会 資料より



訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

訪問リハビリテーション費 290単位／回(1回20分以上) 週6⽇まで
短期集中リハビリ
テーション加算 200単位／⽇ 認定⽇又は退院(退所)⽇から3月以内の期間に、

週2⽇以上、1⽇20分以上実施

リハビリテーション
マネジメント加算

Ⅰ 230単位／月 継続的にリハビリテーションの質の管理を⾏った場合に
加算※ (Ⅳ)：3月に1回を限度として算定Ⅱ 280単位／月

Ⅲ 320単位／月
Ⅳ 420単位／月※

社会参加⽀援加算 17単位／⽇
訪問リハビリテーションの利用によりADL・IADLが向上し、
社会参加に資する取組(指定通所介護、指定通所リハビリテー
ションなど)に移⾏するなど、質の⾼いリハビリテーションを提
供する事業所の体制を評価する

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

短期集中個別リハビリ
テーション実施加算 110単位／⽇ 認定⽇又は退院（退所）⽇から3月以内の期間に、

週2⽇以上、1⽇40分以上実施

リハビリテーション
マネジメント加算

Ⅰ 330単位／月 継続的にリハビリテーションの質の管理を
⾏った場合に加算
※ (Ⅳ)：3月に1回を限度として算定Ⅱ

6月以内 850単位／月

6月以降 530単位／月

Ⅲ
6月以内 1,120単位／月

6月以降 800単位／月

Ⅳ
6月以内 1,220単位／月※

6月以降 900単位／月※

生活⾏為向上
リハビリテーション
実施加算

利
用
開
始
月

よ
り

3月以内 2,000単位／月 生活⾏為；個⼈の活動として⾏う排泄、⼊浴、調理、買物、
趣味活動などの⾏為

短期集中個別リハビリテーション実施加算または認知症短期集中
リハビリテーション実施加算を算定していないこと

3月以上
6月以内 1,000単位／月

社会参加⽀援加算 12単位／⽇
通所リハビリテーションの利用によりADL・IADLが向上し、
社会参加に資する取組(指定通所介護、⼩規模多機能型居宅介護、
⼀般介護予防事業など)に移⾏するなど、質の⾼い
リハビリを提供する事業所の体制を評価する。 12

介護保険リハへ移⾏ 介護保険でできるリハビリテーション
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介護保険リハへ移⾏ 介護保険でできるリハビリテーション

通
所
介
護

生活機能向上連携加算
200単位／月
(※100単位／月)
(※個別機能訓練加算を算定してい
る場合)

生活⾏為(排泄、⼊浴、調理、買い物、趣味活動など)の
内容の充実を図るためにリハビリを⾏い、
利用者の有する能⼒の向上を⽀援した場合に算定。

個別機能訓練加算
Ⅰ 46単位／⽇ 機能訓練指導員（PT、OT、ST、看護職員、柔道整復師又

はあん摩 マッサージ指圧師、はり師、きゅう師）を
(Ⅰ)サービス提供時間帯を通じて常勤・専従1名以上配置
(Ⅱ)(配置時間を定めず)専従1名以上配置Ⅱ 56単位／⽇



14２０１８年３月 厚生労働省 平成30年度介護報酬改定における各サービス毎の改定事項について 資料より
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介護保険リハ
へ移⾏

介護保険でできるリハビリテーション（施設サービス）

⽼健

特養

【⼈員基準】PT/OT/STいずれか100:1

【短期集中リハビリテーション実施加算】240単位／⽇
(⼊所後３か月間の間に20分以上の個別リハを週3⽇以上実施)

【⼈員基準】（リハスタッフ）特になし

【個別機能訓練加算】12単位／⽇
機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員、その他職種の者が共同して、
個別機能訓練計画に基づき、機能訓練を⾏う。(※リハビリスタッフでなくてよい)
介護医療院 【⼈員基準】（リハスタッフ）適当数

特
別
診
療
費
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２０１９年４月 武久 洋三 作成

要介護認定を辞退することはできるのか。
要介護度の低い⼈は、要介護認定を辞退した
ほうが良いかもしれない。この点数では。
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リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン は
動 物 復 帰
⼈ 間 復 帰
家 庭 復 帰
社 会 復 帰
仕 事 復 帰
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F I M 利 得 を 短 期 間 で 3 7 得 よ う と す れ ば 、
ど の 項 目 に 注 ⼒ す べ き か 。

19

運
動
項
目
13
項
目

（13
～
91
点
）

セルフ
ケア

(6〜42)

A)食事（箸,スプーン） 1〜7

B)整容 1〜7

C)清拭 1〜7

D)更⾐（上半⾝） 1〜7

E)更⾐（下半⾝） 1〜7

F)トイレ 1〜7

排泄
(7〜14)

G)排尿コントロール 1〜7

H）排便コントロール 1〜7

移乗
(3〜21)

I)ベッド,椅子,⾞椅子 1〜7

J)トイレ 1〜7

K)浴槽,シャワー, 1〜7

移動
(2〜14)

L)歩⾏,⾞椅子 1〜7

M)階段 1〜7

認
知
項
目
5
項
目

（
5
～
35
点
）

コミュニ
ケーション
(2〜14)

N)理解（聴覚,視覚） 1〜7

O)表出（音声,非音声） 1〜7

社会認識
(3〜21)

P)社会的交流 1〜7

Q)問題解決 1〜7

R)記憶 1〜7

合 計 18〜
126

排泄⾏為関連項目に
注⼒せよ!!

複数項目の点数が得られやすい
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リハビリテーションの包括化は
進んでいくのではないか。
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リハビリテーションを発症直後の
急 性 期 か ら ⾏ う こ と に よ り 、
寝たきり患者数は半分になるだろう。



222017年7月21⽇ 平成29年度第4回⼊院医療等の調査・評価分科会 資料より
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リハビリ療法⼠が⼗分にいる病院からの

急性期病院への「派遣リハビリ」
を 認 め て は ど う か 。

あ る 機 能 を 多 く 持 っ て い る と こ ろ か ら
その機能をほとんど持っていないところに
提供することは、無いところに増やすよりも
時間的にも経済的にも効率が良いことは当然である。



24

リハビリテーションの混合診療を

認めていくのか
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⾝ 体 に 障 害 が 「 な い 」 ⼈ に は
⾃由診療が認められているようだが、
障害が「ある」か「ない」かの
診断は医師がしなくてもよいのか。
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平成25年11月27⽇発出の医政局医事課⻑
通知は、理学療法⼠に対して認められた
ものであり、作業療法⼠、言語聴覚⼠は
認められていないのではないか。
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⾃費リハビリテーションは

問 題 は な い の か 。

認可機関や認可条件はどうなのか

医療機関外の⺠間企業で全国に約20箇所以上、
全国の医療機関で全国に約10箇所以上

運営されている。
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理学療法⼠ 作業療法⼠
2019年 163,024名 94,467名
1997年 約10,000名弱
1995年 15,607名

24年で約10倍 22年で約10倍

理学療法⼠・作業療法⼠数は、
22〜24年間で約10倍に増加している
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⽇ 本 の 病 床 が 減 り 続 け 、
平均在院⽇数の短縮が止まらない。
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医療費や介護費を効率化するには、
リハビリテーションは必須。



32

患者は短期間の⼊院で病気を改善して
く れ て 、 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン で
⽇常に戻る確率の⾼い病院に集中します。


